
肺移植適応判断におけるBMI 基準について 

 

肺移植適応判断における BMI（Body Mass Index）について、中央肺移植適応検討委員会

において統一した判断基準の必要性が指摘されました。 

これを受け、委員間での検討を行い、数値に基づく判定基準を整理しました。 

なお、本基準については肺移植関連学会協議会において内容の確認を行い、了承を得ており

ます。 

 

本基準は、 

「肺移植関連学会協議会  肺移植レシピエントの適応基準（2023 年改定）」 

に示されている除外条件 

「5．極端な肥満」 

の解釈および運用を補足・明確化するものです。 

 

BMI 判定基準 

 

⚫ 登録原則：登録時 BMI 30 未満  

⚫ 登録不可：BMI が 35 以上  

⚫ 例外的検討：BMI が 30 以上 35 未満で、減量実績があり、移植時に BMI30 未満達

成見込みがある症例 

 

適用開始時期 

 

本基準は、２０２６年 1 月 13 日より適用します。 

https://www2.idac.tohoku.ac.jp/dep/surg/shinpai/wp-content/uploads/sites/3/2024/04/%E8%82%BA%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E9%81%A9%E5%BF%9C%E5%9F%BA%E6%BA%9623.3.pdf

